
平成２８年度第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
 

日時：平成２８年１２月１９日(月) 午後６時１５分～ 
場所：足立区役所南館１３階 大会議室Ｂ 

 

１ 審議・調査事項 

 (1)足立区子ども・子育て支援事業計画(素案)に対するパブリックコメントの実施結果について 

（説明者：上遠野子ども政策課長）…………【審議・調査事項１、１－１～１－３(別添資料)】 

 

２ 報告事項 

(1)足立区教育・保育の質ガイドライン(案)の作成及び意見募集について 

（説明者：上遠野子ども政策課長）……………………………【報告事項１及び１－１(別添資料)】 

 

 

(2)区立保育園における保育に有効な面積の不足の対応について…………………………【報告事項２】 

（説明者：森田子ども施設運営課長） 

 

３ 情報連絡事項 

(1)足立区立保育園の民営化に伴う運営予定事業者の選定について…………………【情報連絡事項１】 

（所管課：子ども施設整備課） 

 

(2)民設民営による認可保育所の運営予定事業者の選定について……………………【情報連絡事項２】 

（所管課：子ども施設整備課） 

 

(3)第３回保育再就職セミナーの実施報告について……………………………………【情報連絡事項３】 

（所管課：子ども施設整備課） 

 

(4)「未来へつなぐ あだちプロジェクト」平成２７年度の実績について 

（所管課：子どもの貧困対策担当課）………………………【情報連絡事項４、４－１(別添資料)】 

 

(5)区内中部地域における「居場所を兼ねた学習支援」事業及び北部地域ブランチ(分室)について 

（所管課：くらしとしごとの相談センター）……………………………………【情報連絡事項５】 

 

(6)私立母子生活支援施設 整備・運営事業者の決定について…………………………【情報連絡事項６】 

（所管課：親子支援課） 

 

(7)ひとり親家庭実態調査の実施について………………………………………………【情報連絡事項７】 

（所管課：親子支援課） 

 

(8)平成２７年度「こんにちは赤ちゃん訪問」の実施状況について…………………【情報連絡事項８】 

（所管課：保健予防課） 

 

(9)Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化について……………………………………………【情報連絡事項９】 

（所管課：保健予防課） 

 

《次回開催予定》 

・第４回足立区地域保健福祉推進協議会「子ども支援専門部会」 

日時：平成２９年３月２４日（金）午後３時００分～午後４時４５分（予定） 

場所：こども支援センターげんき 研修室３（場所は変更になる可能性があります） 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 足立区子ども・子育て支援事業計画(素案)に対するパブリックコメン

トの実施結果について 

所 管 部 課 子ども家庭部子ども政策課 

内 容 

 足立区子ども・子育て支援事業計画(素案)について、以下のとおりパ

ブリックコメントを実施したので、報告する。 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１）実施期間 

    平成２８年１１月９日（水）～１２月８日（木） 

（２）意見提出者数 

    ５人（男性２人、女性３人） 

（３）意見の提出方法 

  ① 区ホームページの意見受付フォーム ２人 

  ②ファクシミリ ３人 

（４）意見の件数 

    ２４件 

（５）意見に対する区の考え方 

    別紙のとおり。 

 

２ 今後の方針 

   本専門部会でのご意見や、パブリックコメントでのご意見等を踏

まえ、事業計画を確定させていく。 

   なお、前回開催（10/20）の専門部会でのご意見や、パブリックコ

メントでのご意見等を踏まえ修正した事業計画（素案）は、審議・

調査事項１－１のとおりである（主な修正事項は、審議・調査事項

１－２を参照）。 

   また、平成２７年３月に策定した必須記載事項部分の対応方針は、

審議・調査事項１－３のとおりである。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  ・平成２９年２月２１日（水） 

    足立区教育委員会定例会にて議決。 

    ⇒足立区子ども・子育て支援事業計画の確定 

  ・平成２９年３月２４日（金） 

    足立区地域保健福祉推進協議会子ども支援専門部会の開催 

    ⇒足立区子ども・子育て支援事業計画の確定についての報告 

 

審議・調査事項１ 
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Ｈ２８.１２.１９ 

 

足立区子ども・子育て支援事業計画(素案)に関するパブリックコメントの 
実施結果及び寄せられた意見に対する区の考え方について 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１）実施期間 

    平成２８年１１月９日（水曜日）から１２月８日（木曜日）まで 

（２）意見提出者数など 

① 意見提出者数 

      ５人 

   ② 提出方法 

    ア 区ホームページの意見受付フォーム ２人 

    イ ファクシミリ ３人 

 ③ 意見の件数 

     ２４件 

   ※参考（計画に反映することとしたご意見） 

     ４件（No.２の一部、No.８の一部、No.9及びNo.10） 

 

２ 意見の概要及びそれに対する区の考え方 

【計画の内容に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

１ 子どもの将来人口の推計について、人口

が減少していくとの数値を掲載してい

るが、積極的な子育て支援策を講じて人

口減少に歯止めをかけ、子どもの将来人

口増加の目標を提起すべきです。 

本事業計画で掲げた取り組みを推進

した結果、子どもの将来人口がどのよう

に推移していくのかという目標値につ

いては、別途、合計特殊出生率などの目

標値を設定する「人口ビジョン」及び「人

口ビジョンを実現する総合戦略」を、平

成２９年２月に策定する予定です。 

２件 

２ 小学生に関する次の事項を、計画にのせ

てください。 

１ 豊かな体験ができる学童保育に希

望者が通えるよう、指導員の育成と増

員、充分な増設を図るべき 

２ 学童保育と放課後子ども教室の連

携により、困難な子どもたちを漏れな

く支援できるよう、連携支援の強化 

左記１については、指標『2-2-⑦ 学

童保育室の運営』の事業内容の欄に、下

記の下線部分を付記します。 

「保護者の就労や病気などにより放課

後子どもを保育できない家庭の小学生

を保育し、児童の健全育成を図ります。

学童保育室の増員・増室とあわせ、補完

策として児童館機能の充実や放課後子

ども教室との連携を進め、保護者へ適切

に情報提供して学童保育需要の適正化

を図り、待機児童を解消していきます。

また、都や区が実施する学童指導員向け

研修の受講を奨励して指導員の専門性

を高めるとともに、安全な保育に必要な

職員数を配置し、放課後の保育の質の向

上を図ります。」 

また、左記２については、学童保育と 

１件 

案 
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      放課後子ども教室の連携等を規定した

「放課後子どもプラン（平成２８年３

月）」を本計画の中に位置づけることと

国の指針で示されておりますので、本計

画の中に放課後子どもプランを掲載す

る予定です。 

 

３ 小学生に関する次の事項を、計画にのせ

てください。 

・子どもたちは、日々の暮らしの中で、

たとえ孤独感や困難を抱える事があ

っても、お芝居や映画などの文化に触

れることで、子どもたちの目の前の世

界が開け、夢や希望を持つことにつな

がります。どの子でも平等に文化的な

サービスが保障されるための区の取

り組みについて。 

小・中学生を対象にした事業について

は、国の基本指針で本計画で定めること

とされた「学童保育」や「放課後子ども

教室」に関する事項を除き、基本的には

来年度以降に策定予定の「足立区教育振

興計画」の中で規定するものとして、本

計画と教育振興計画の所掌する範囲を

整理しております。 

ついては、不登校児等の学校教育分野

と文化振興に関する分野は、今後、教育

振興計画を策定していく中で検討して

まいります。 

１件 

４ 不登校児がフリースクールに行ける取

り組みがあるのか。不登校でつまづい

ても、将来に向かっての人間的な成長

ができる体験の保障があれば、次の学

ぶ意欲になっていく時間となります

ので、小学生・中学生対象にこの部分

を計画に入れてください。 

１件 

５ Ｐ２３の「第２期あだち次世代育成支援

行動計画の事業実績と評価」について

は、数値をもって目標達成を図っている

が、数値の基準や採点の内容が記載され

ていないため、区民には理解ができな

い。 

本計画の前計画である「第２期あだち

次世代育成支援行動計画（平成２２年度

～平成２６年度）の事業実績と評価」に

ついては、毎年度、足立区地域保健福祉

推進協議会（子ども支援専門部会を含

む）へ、各事業ひとつひとつの取り組み

結果をご報告し、ご意見を頂いてまいり

ました。また、その結果は、区ホームペ

ージにも掲載しております。 

素案Ｐ２３～Ｐ２５は、当該事業実績

と評価を本計画の施策体系へとつなげ

るために、その概要を記載しているもの

であり、個々の事業の評価内容等につい

ては省略しております。 

１件 

６ Ｐ３０の成果指標で、「自分には良いと

ころがあると思う子どもの割合」での学

力調査の成績順に指標を設けて測ると

いうやり方は、いかがなものか？学力調

査や成績順に子どもを色分けするとい

うことなのか。 

本計画では、「夢や希望を信じて生き

抜く人づくり」を基本理念に掲げており

ますが、この理念の実現に向けては、特

定の偏った子どもたちだけを対象に取

り組んでいけば良いものではなく、全て

の子どもたちの自己肯定感を培い、生き

抜く力を育んでいく必要があると考え

ます。 

左記の成果指標については、学力定着 

１件 
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  度調査の成績順のＡ層からＣ層に分け

て現状値を掲載しておりますが、これは

区が実施した取り組みの効果が、成績等

に関わらず全ての子どもたちに対して

成果として反映しているかを計るため

に設定したものであり、学力調査や成績

順に子どもたちを色分けするといった

趣旨ではございません。 

 

７ Ｐ３０の成果指標を設定する必要があ

るのか。第４章の個別項目で触れればい

いのではないか。 

左記の成果指標は、「施策群１ 家

庭・地域と連携し、子どもの学びを支え

育む」及び「施策群２ 妊娠から出産・

子育てまで切れ目なく支える」の２つの

施策群の取り組み成果をそれぞれ計る

ために設定したものです。これは、第４

章の各施策ごとの個別事業に取り組ん

だ成果を、施策群レベルで進捗を管理す

るための指標であり、各個別事業ごとに

設定した指標とあわせて必要なものと

考えています。 

１件 

８ Ｐ３２の「親子が触れ合う機会や同年

齢、異年齢の子どもと主体的に関わる機

会を確保することが大切」とあるのは、

「親子が触れ合う豊かな時間や同年齢、

異年齢の子どもと主体的に関わる豊か

な時間を確保することが大切」としてく

ださい。乳幼児なのだから、「機会」と

いう表現が全くそぐわないと考えます。 

また、これらを推進していく主な事業が

ほとんど記載がないように思います。 

保護者の視点から見て「機会」の確保

という表現を使ったものであり、乳幼児

だから表現が全くそぐわないとは考え

ておりません。 

また、こうした機会を確保するための

主な事業は、施策１－１のＰ３４「読み

語り会」や「あだちはじめてえほん」の

ほか、施策２－１のＰ４８「子育て健康

ひろば」や「子育てサロン」も関連する

事業であると考えております。Ｐ４８の

２事業は、主は施策２－１に関連する事

業であるため、別ページへの記載となっ

ておりますが、こうした複数にまたがる

事業については、相互の関連性がわかる

よう、掲載方法を変更いたします。 

１件 

【保育の質に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

９ 保育などの量の確保に重点がおかれて

おり、質の確保に関する記載があまりな

く、不安に感じます。 

現在、足立区では、各保育施設等で取

り組むべき「教育・保育」の基本事項を

取り入れた指針（ガイドライン）の策定

作業を進めています。また、各保育施設

等の適正な運営及び保育の質の維持・向

上を図るため、平成２８年度から、保育

施設の認可基準や条例で定める運営基

準に基づく指導検査を開始しました。 

本事業計画においては、保育の質の維

持・向上について、指導検査に関する指 

１件 

10 足立区の保育が充実することで、若い人

が住むようになると思います。それには

保育園の数だけでは、若い人は来ませ

ん。保育の規制緩和で保育の質を下げな

いでください。 

１件 
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  標を設定し進捗を管理することとしてい

ましたが、これに加え、ガイドライン等

に関する記載を追加することといたし

ます。 

また、国は保育分野における規制改革

として、保育士と近接する職種である幼

稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を、保

育士に代えて活用可能とするなどの改

革策を示しましたが、足立区ではこうし

た基準の緩和は行いません。 

 

【区立園の民営化に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

11 保育士確保についての施策の記載があ

ることは良いと思いますが、保育園の民

営化を続けていくことは保育士確保に

逆行していくと思います。 

区立園での人材募集や区立園を増やし

ていくことで、保育の質、保育士の確保

に大きく道が開かれます。区の役割を発

揮していただきたいです。 

足立区においては、保育サービスの向

上と継続的かつ効率的な保育行政の確

立に向け、計画的に区立園の民営化を進

めています。 

民営化した園の適正な運営及び保育

の質を確保するため、子ども・子育て支

援法に基づく指導検査等を実施するこ

とはもとより、区内保育施設に就職した

保育士等への経済支援を行うなど、保育

士確保・定着対策に取り組んでいます。 

また、多様な保育サービスの範となる

べき区立園については、退職者等の動向

を注視しながら、一定程度の新規採用に

より適正な保育士数を維持し、地域の子

育て家庭支援といった担っていくべき

役割を、今後も果たしてまいります。 

１件 

12 平成３４年まで１１園の民営化計画は

中止し、待機児解消のために公立保育園

の建設計画をつくるべきです。 

１件 

【就学前教育に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

13 一部の公設民営保育所で指定管理者と

なっている保育園や私立保育園などで

「ヨコミネ式教育」が行われています。

こうした取り組みの全てを批判するも

のではありませんが、目に見える効果を

性急に追い、「早教育」といわれるよう

な、この時期にふさわしいとは言えない

教育が存在していると思われます。 

就学前の教育・保育内容は、学校教育

のように達成目標ではなく、方向目標と

なっており、幼稚園教育要領、保育所保

育指針に基づき、各園がそれぞれの特色

を生かし、創意工夫を重ねながら行って

います。こうした中、足立区では、各保

育施設等で取り組むべき「教育・保育」

の基本事項を取り入れた指針（ガイドラ

イン）の策定作業を進めています。区と

しての指針を示すことで、子どもたちが

区内のどの教育・保育施設に通っても一

定レベルの教育・保育を受けることがで

きる「質」を確保することを目指してお

ります。 

１件 
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14 小学校１年生の授業内容を先取りして

５歳児プログラムで採用することがい

いことなのかは、慎重に判断されるべき

ではないだろうか。 

また、５歳児プログラムの検証を行って

欲しいと思います。 

足立区としては、乳幼児期は、保育園

等の生活の中で信頼できる人との関わ

りを大切にし、意図のある遊びや様々な

体験を積み重ねることで、子どもの関

心・意欲を高め、自己肯定感を育む質の

高い保育・教育を行っていくことが大変

重要であると考えています。このため区

では、多様化が進む様々な形態の就学前

施設において、乳幼児期にふさわしい保

育・教育を提供できるよう指導書として

「すくすくガイド」を作成・配付し、保

育・教育の質を高める研修を行っていま

す。こうした子どもの成長発達と移行期

を意識した取り組みを進めると同時に、

５歳児プログラムでは、保育者が移行期

を意識しながら、一人ひとりの成長・発

達を丁寧に見取り、関わることでより望

ましい指導につながるものとして作成

しました。今後、幼稚園教育要領・保育

所保育指針の改定に伴い、５歳児プログ

ラムの内容の検討は必要と考えており

ます。 

１件 

15 Ｐ３７の「就学前からの学びの基礎づく

り」では、わざわざ小学校の学力調査の

平均値を一覧表にして、学力調査をあお

っているとしか思えません。大切な幼児

期を、学力テストで誘導し、成長を損ね

るような計画は改めるべきだと思いま

す。 

「施策１－２ 就学前からの学びの基

礎づくり」では、就学前教育の充実とと

もに、幼保小連携を推進していくことを

目的としております。よって、当該一覧

表は、就学前から小学校教育へのスムー

ズな移行に関して、小学校入学後の参考

データとして掲載したものであり、学力

調査をあおっているものではありませ

ん。 

１件 

【発達支援児に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

16 発達支援児の受け入れについて、民間の

保育所は事前に確認しなければならず、

慢性的な保育士不足によって断られる

と聞きます。早急に、区として民間の保

育所の発達支援児の受け入れができる

よう支援が必要です。 

現在、私立保育園におきましても、区

立保育園と同じ基準で非常勤保育士の

加配ができるよう、運営費の加算を行っ

ております。今後も、全園で発達支援児

を受け入れられるよう、指導・支援して

まいります。 

１件 

17 発達に特別な配慮を必要とする子ども

への支援については、担当部署が衛生部

保健所、福祉部障がい福祉センターあし

すと、こども支援センターげんきと所管

が分かれていますが、総合的な支援を推

進する体制、連携だけでなく発達支援の

研究を進める部署を設置する必要があ 

現在、複数の所管に分かれている相談

窓口等の統一化の検討を進めておりま

す。就学前から就学後の切れ目をなく

し、子どもに対する情報管理、支援を一

体的に継続できる体制整備を図ってま

いります。 

なお、発達支援の研究を進める部署の 

１件 

    



6 

 

 るのではないか。 設置の必要性や効果等については、研究

課題とさせていただきます。 

 

【育児休業に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

18 Ｐ１６に「育児休業を取得しなかった理

由」の調査結果の記載がありますが、こ

うした実態を解決していくことが必要

だと思います。ワーク・ライフ・バラン

スの記載はありますが、ワーク・ライ

フ・バランスだけでは解決できないと思

います。 

足立区では、育児休業の取得支援を含

めて、子育てと仕事を両立できる社会を

醸成していくため、ワーク・ライフ・バ

ランスの推進に努めています。 

例えば、育児・介護休業法の改正（平

成２８年３月）に伴う、企業の就業規則

の改訂に関する講座やセミナーを継続

し、従業員が取得可能な基盤を支援して

います。また、２７年度にはワーク・ラ

イフ・バランス認定企業制度に加え、「準

備企業制度」を新設しました。これは、

これまで全くワーク・ライフ・バランス

の取り組みをして来なかった企業が、区

の支援を受けながら出来るところから

少しずつワーク・ライフ・バランスの取

り組みを行い、最長３年をかけて認定企

業へと育てる仕組みです。その他、ワー

ク・ライフ・バランスの意味や必要性に

ついての啓発活動を行うなど、今後も、

こうした様々な取り組みを通じて、仕事

と仕事以外の生活が調和できる社会の

実現を目指してまいります。 

１件 

19 Ｐ１８によると、育児休業後に職場復帰

した方の多数が年度の初めの保育園へ

の入園のタイミングに復帰しています

が、第２子誕生後に認可保育園での育休

制限とも思われる対応はすべきでない

と思います。 

上の子が認可保育所在園中に下の子

を妊娠・出産して育児休業を取得した場

合、下の子が１歳になった年の年度末ま

で上の子は在園することができます。こ

の現行制度により、育児休業中に下の子

の４月入所申込をする機会を最低１回

は確保しておりますが、フルタイム就労

世帯でも入所待機が出てしまう現状を

鑑みると、より多くの皆様に保育施設を

公平に利用していただく観点から、現行

制度を変更することは考えておりませ

ん。 

１件 

【食育に関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

20 糖尿病と貧困の関係は科学的にも言わ

れている中、野菜をはじめに摂ることは

大切であることから、野菜を安価に手に

入れることができる事業も検討して欲

しい。 

糖尿病の予防と重症化を未然に防ぐ

ためには、乳幼児期から「ひと口目は野

菜から食べる」などの習慣を身につける

ことが大切です。こうした習慣化のため

には、野菜の価格というよりは、保護者 

１件 



7 

 

      の意識によるところが大きいと考えま

す。乳幼児健診や育児学級、健やか親子

相談事業など、様々な機会を捉えて、野

菜摂取の大切さを、早い段階から保護者

へ啓発してまいります。 

 

21 親の長時間労働による子どもの食育の

問題も大きいと考えます。繋がりづらい

困難ケースに対して、どう区として取り

組むのか、夜勤勤めの母親などにも何と

か接触して啓発していくことが望まし

いと考えます。今後実施予定と聞く「ひ

とり親へのアンケート」に、こうした問

題を含めるべきだと思います。 

ご指摘いただいた、ひとり親家庭を対

象にしたアンケート調査につきまして

は、１２月中に調査票を配布する予定で

す。アンケート項目の中には、親の労働

時間をはじめ、家庭内における育児や家

事の時間配分の様子が垣間見える内容

もございます。その回答結果をふまえ、

より実態に即した支援策をたてられる

ように検討してまいります。 

１件 

【プレイパークに関すること】 

No. 寄せられた意見の概要 区の考え方 件数 

22 ２３区の各所でできている常設のプレ

イパークが足立区にはひとつもありま

せん。区はパークイノベーションで公園

のリニューアルを進めるとしています

が、思い切って自然と一緒になって遊べ

る緑豊かな常設の体験型プレイパーク

を作るべきと考えます。 

プレイパークは、子どもが自由な発想

で遊べる空間であるとともに、安全にも

十分配慮する必要があることから、プレ

イリーダーの配置が不可欠であると考

えています。現在、区民団体がプレイリ

ーダー役となり年に５回、独自に綾南公

園でプレイパークを行っています。加え

て元渕江公園では区と連携して年に１

回行っていますが、独自に常設運営がで

きる段階には至っておらず、現在のとこ

ろ、常設化は難しい状況です。今後、「練

馬区立子どもの森」など、他自治体の事

例を調査しながら、実現の可能性につい

て研究をしていきます。 

２件 

 



Ｈ 2 8 .1 2 .1 9 
子ども政策課 

 
足立区子ども・子育て支援事業計画に関する 

前回の専門部会(10/20開催)以降の主な修正事項について 

 
 足立区子ども・子育て支援事業計画に関して、前回の子ども支援専門部会の際に委員の皆

様からいただいたご意見の部分を中心に、何点か修正いたしました。 
主な修正事項は、以下のとおりです。 

 
１ 成果指標（子育てを楽しいと感じる保護者の割合）【素案Ｐ３０】 

   １歳６カ月児及び３歳児の保護者が子育てを楽しいと感じる割合について、現状値の

算出方法を以下のとおり変更します。 
    

「子育ては楽しいと思いますか？」との問いに対して、 
（修正前）あてはまる又はややあてはまると回答した割合を現状値としていた。 

       ・1歳 6カ月児 95％ 
       ・3歳児    92.7％ 
 （修正後）あてはまると回答した割合を現状値とする。 

           ・1歳 6カ月児 55％   
       ・3歳児    45.9％ 

 
  （変更理由と今後の方針） 
    「ややあてはまる」の次の選択肢が「あまりあてはまらない」であるため、「ややあ

てはまる」まで含めてしまうと、幅広い層の方が含まれることになり、数値が高いの

では？との印象を与えてしまうため、変更する。 
    なお、５歳児の現状値は、別のアンケート結果の数値（質問は同一、選択肢が異な

る）を使用しているため、今後はアンケート内容の統一化等を検討する。 
 
（参考）1歳 6カ月児及び 3歳児健康診査アンケートの結果 

 

 あてはまる  ややあてはまる  あまりあてはまらない  あてはまらない  無回答 

審議・調査事項1-2 



 
２ 指標の設定【第４章部分。Ｐ３２～Ｐ７４】 

   前回の専門部会の際は空欄となっておりましたが、各施策に関連する事業ごとに指標

を設定しました。 
 
３ 複数の施策にまたがる事業の掲載方法【Ｐ３７、Ｐ５０】 

   本事業計画では、施策１－１から施策２－４までの８つ施策に、区が実施している事

業を分類して整理しています。原則として、各事業を１つの施策に関連付けていますが、

複数の施策に関連づけるべき事業があるため、こうした場合は下記のように注釈を入れ

ることといたしました。例えば、「子育て健康ひろば」や「子育てサロン」は、メインの

関連施策は「施策２－１」ですが、「施策１－１」にも関わりがある事業であるため、注

釈を入れています。 

 

４ 発達支援委員会の注釈の追加【Ｐ４７】 

   「発達支援委員会」の説明書きを、新たに追加しました。 
 
５「あだち放課後子ども教室」の事業内容の記載の変更【Ｐ５０】 

「あだち放課後子ども教室」の事業内容の記載を、修正しました。 

（修正前）地域の参画を得て、放課後の小学校の校庭や体育館、教室等を活用して、学

習やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等の機会を提供します。 
（修正後）地域の参画を得て、放課後の小学校の校庭や体育館、図書室等で、自由遊び

や読書、自主学習の場を提供します。平成２２年度に区内全小学校での開設

が達成されました。 
 

６ 幼稚園教諭の人材確保に関する記載の追加【Ｐ５７】 

   幼稚園教諭の人材確保に関する記載を、新たに追加しました。 
 
７ 保育の質の維持・向上に関する記載の追加【Ｐ５８、Ｐ５９、Ｐ６６】 

   保育の質の維持・向上に関する記載を、新たに追加しました。 
 



Ｈ 2 8 .1 2 .1 9 
子ども政策課 

足立区子ども・子育て支援事業計画に関する 

計画全体の成果指標（素案Ｐ３０）について 

 
 素案Ｐ３０の「計画全体の成果指標」のうち、「子育てを楽しいと感じる保護者の割合」に

ついては、審議・調査事項１－２のとおり、１歳６か月児と３歳児の現状値を変更するとと

もに、下記のとおり、「子育てを辛いと感じる保護者の割合」も追加する。 
 

 
 
 
 
 
 
 

補足資料 

「あてはまる」と回答した保

護者の割合に変更（詳細は、

審議・調査事項 1－2参照） 

「子育てを辛いと感じる保護者の割合」も追加する。 

⇒足立区では子どもの貧困対策などにも取り組んでお

り、「辛い」と感じる層を減らすことも重点課題のひと

つであるため、「楽しい」と感じる保護者の割合とあわ

せて数値の変化を確認、検証していく。 













平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 足立区教育・保育の質ガイドライン（案）の作成及び意見募集につい

て 

所 管 部 課 子ども家庭部 子ども政策課、子ども施設運営課 

内 容 

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、足立区に保育の「量」の確保

と「質」の向上を図る権限が付与されたことから、区内の教育・保育施設

等で取り組むべき基本的事項として「足立区教育・保育の質ガイドライン」

の策定を進めている。 

このたび、ガイドライン（案）（報告事項１－１）を作成したので、下

記のとおり区内の各教育・保育施設から意見募集する。 

 

記 

１ 意見募集 

（１）依頼方法 

    各教育・保育施設の代表者会議等において周知し、ガイドライン

（案）をＥメールまたはファックスで送付する。 

（２）募集期間 

    平成２８年１２月２０日（火）～平成２９年１月２０日（金）  

 

２ 意見提出方法 

 Ｅメール、子ども政策課窓口への持参、郵送、ファックス 

 

３ 今後の予定 

２９年１月下旬  保育の質ガイドライン等検討委員会開催（意見

の反映） 

２月２１日 教育委員会へ報告 

     ３月下旬  待機児童・子どもの貧困対策調査特別委員会へ

報告 

地域推進協議会及び子ども支援専門部会（3/24

開催）へ報告 

ガイドライン策定関係機関へ配布 

 

 

報告事項１ 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 区立保育園における保育に有効な面積の不足の対応について 

所管部課 子ども家庭部 待機児ゼロ対策担当課 子ども施設整備課 子ども施設運営課 

内 容 

前回の子ども支援専門部会（１０月２０日開催）で報告した「区立保育

園における保育に有効な面積の不足」に対する対応について、以下のとお

り報告する。 

 

１ 弘道保育園 

（１）定数変更計画 

平成２９年度と平成３０年度に段階的に定数変更を行い、１歳児及

び２歳児の定数を１０人減とする。 

 

 

 

 

 

 

（２）対応 

中央本町地域においては、「足立区待機児童解消アクション・プラ

ン」に基づいて、平成２９年４月及び平成３０年４月に認可保育所の

開設などを予定している。これにより、減少分を上回る保育定数を確

保できる見込みである。 

 

ア 平成２９年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

 

 

イ 平成３０年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項２ 

年　　度 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

平成２８年度 10 18 24 30 60 142

平成２９年度 10 18 18 30 60 136

平成３０年度 10 14 18 30 60 132

0 -4 -6 0 0
-10

-10 0

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

弘道保育園（定数変更） 0 0 -6 0 0 -6
平成２８年度整備　認可保育所（整備中） 6 10 10 13 26 65
平成２８年度整備　小規模保育（整備中） 6 6 7 0 0 19

12 16 11 13 26
78

39 39

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

弘道保育園（定数変更） 0 -4 0 0 0 -4
平成２９年度整備　認可保育所（審査中） 6 10 11 11 22 60
平成２９年度整備　認証保育所（公募予定） 6 12 12 0 0 30

12 18 23 11 22
86

53 33



２ 第二日ノ出町保育園 

（１）定数変更計画 

平成２９年度から平成３１年度にかけて段階的に定数変更を行い、

１～５歳児の定数を２３人減（うち、０～２歳児は７人減）とする。 

 

 

 

 

 

 

（２）対応 

千住地域においては、「足立区待機児童解消アクション・プラン」

に基づいて、平成２９年４月及び平成３０年４月に認可保育所の開設

などを予定している。これにより、減少分を上回る保育定数を確保で

きる見込みである。 

 

ア 平成２９年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

 

イ 平成３０年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 平成３１年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

年　　度 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

平成２８年度 10 16 22 24 50 122

平成２９年度 10 16 18 22 50 116

平成３０年度 10 13 18 18 46 105

平成３１年度 10 13 18 18 40 99

0 -3 -4 -6 -10
-23

-7 -16

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

第二日ノ出町保育園（定数変更） 0 0 -4 -2 0 -6
平成２８年度整備　認可保育所２所（整備中） 12 22 24 39 53 150

12 22 20 37 53
144

54 90

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

第二日ノ出町保育園（定数変更） 0 -3 0 -4 -4 -11
認可保育所（定数変更） 0 0 0 0 25 25
平成２９年度整備　認可保育所（再公募） 6 10 10 13 26 65
平成２９年度整備　認可保育所（認証の認可化）※ 0 0 0 9 21 30
平成29年度整備　認証保育所（公募予定） 6 12 12 0 0 30

12 19 22 18 68※ 認証の認可化は、従前の認証保育所
　と比較した定員の増・減について計画上
　の見込み数を計上している。

139
53 86

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

第二日ノ出町保育園（定数変更） 0 0 0 0 -6 -6
（再掲）平成３０年４月１日の定員増減 12 19 22 18 68 139

12 19 22 18 62
133

53 80



３ 大谷田第二保育園 

（１）定数変更計画 

平成２９年度に定数変更を行い、１歳児及び２歳児の定数を７人減

とする。 

 

 

 

 

 

（２）対応 

大谷田第二保育園の利用者が存在する地域（佐野地域及び綾瀬地域

の一部）においては、「足立区待機児童解消アクション・プラン」に

基づいて平成２９年４月、平成３０年４月及び、平成３１年４月に認

可保育所の開設などを予定している。これにより、当該地域全体で減

少分を上回る保育定数を確保できる見込みである。 

ア 平成２９年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

 

 

イ 平成３０年４月１日の定数増減 

 

 

 

 

ウ 平成３１年４月１日の定数増減 
 
 
 
 
 

 

 

４ 今後の方針 

（１） 今後の保育需要等の状況を見極め、「足立区待機児童解消アクシ

ョン・プラン」において地域を未定としている施設（平成２９年度

整備予定の認証保育所１所・小規模保育１施設）を当該地域に整備

することを検討する。 

（２） 上記３園以外の区立保育園について有効面積の調査を行い、定数

減少となる園については、今後、「足立区待機児童解消アクション・

プラン」改定の中で対応する。 

 

年　　度 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

平成２８年度 10 14 19 23 50 116

平成２９年度 10 11 15 23 50 109

0 -3 -4 0 0
-7

-7 0

施設名　（変更事由） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

大谷田第二保育園（定数変更） 0 -3 -4 0 0 -7
認可保育所（定数変更）※１ 0 4 10 -4 4 14
平成２８年度整備　認可保育所（認証の認可化）※２ -1 2 2 7 19 29

-1 3 8 3 23※１、※２　綾瀬地域
※２ 認証の認可化は、従前の認証保育所
　と比較した定員の増・減を計上している。

36
10 26

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

平成２９年度整備　認可保育所（審査中）※３ 6 10 11 11 22 60

6 10 11 11 22
60

27 33

※３ 綾瀬地域（東和・中川）

施設名　（事由・進捗状況） 0歳 1歳 2歳 3歳 4～5歳 計

平成３０年度整備　認可保育所（公募予定）※４ 6 10 11 11 22 60

6 10 11 11 22※４ 佐野地域

60
27 33



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 足立区立保育園の民営化に伴う運営予定事業者の選定について 

所 管 部 課 子ども家庭部子ども施設整備課 

内 容 

公立保育園民営化計画に基づき、平成３０年４月から民営化する区立

保育園の運営予定事業者について、「足立区子ども施設指定管理者選定等

審査会」を開催し、審査会の答申を受けて下記のとおり選定したので報

告する。 

記 

１ 審査会開催日 

   平成２８年１１月１１日（金） 

   ※いずれも審査対象事業者が３者以下だったため、第一次審査（書

類審査）と第二次審査（プレゼンテーション・園長予定者ヒア

リング）を同日に実施。 

 

２ 運営予定事業者 

（１）弘道保育園 

 ①名   称：社会福祉法人樹 

 ②所 在 地：千葉県流山市南流山一丁目１７番地４ 

 ③運 営 施 設：認可保育園３園（聖華いつき保育園、他２園） 

 ④民営化手法：土地は区から無償貸付、建物は区から無償譲渡。 

（２）大谷田第二保育園 

 ①名   称：学校法人小泉学園 

 ②所 在 地：足立区佐野一丁目２０番１０号 

 ③運 営 施 設：幼稚園１園（東京いずみ幼稚園） 

 ④民営化手法：土地は独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）から無償

貸付、建物は区から無償譲渡。 

 ※審査結果の詳細は、情報連絡事項１－１「審査結果表」のとおり。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

日  程 内    容 

平成２８年１１月以降 事業者・保育園・主管課による３者打合せ 

平成２９年４月 引継ぎ保育開始 

平成３０年２・３月 新旧職員による保護者会、個人面談 

平成３０年４月 私立保育園として事業者による運営開始 

 ※この間、事業者による保護者説明会を３、４回開催。 

 

情報連絡事項１ 



民営化に伴う運営予定事業者 審査結果表 
＊第一次審査会 Ｈ２８．１１．１１   ＊第二次審査会 Ｈ２８．１１．１１ 

 第一次審査（書類審査） 第二次審査（プレゼンテーション等） 総 合 得 点 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ １ ２ ３ ４ ５ ６  
第

一

次

審

査

会

得

点 

 

第

二

次

審

査

会

得

点 

 

総 
 

合 
 

得 
 

点 

評 

価 

項 

目 

事
業
計
画･

保
育
園
運
営 

保
育
サ
ー
ビ
ス 

職
員
管
理 

危
機
管
理 

園
児
の
健
康
管
理 

経
営
の
安
定
性 

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点
（
５
％
） 

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
割
合
加
点 

施
設
運
営
の
取
組
み
、
姿
勢 

保
育･

教
育
の
取
組
み
の
実
行
性 

人
材
の
確
保
・
育
成
及
び
職
員
の
管
理
の
実
行
性 

危
機
管
理
対
応
の
実
行
性 

園
長
予
定
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
・
園
長
の
適
性 

既
存
園
の
実
地
調
査 

満点（委員7人） 840 350 490 630 490 700   1,400 1,400 2,100 1,400 2,100 2,100 3,500 10,500 14,000 

【弘道保育園】 １ 
事業者Ａ 

※辞退 
597 247 308 463 345 682 0 0 1,145 1,117 1,554 1,057 1,610 1,782 

2,642 

(75.5%) 

8,265 

(78.7%) 

10,907 

(77.9%) 

【弘道保育園】 ２ （社福）樹 641 228 330 441 340 542 0 0 1,088 1,007 1,569 1,037 1,720 1,815 
2,522 

(72.1%) 

8,236 

(78.4%) 

10,758 

(76.8%) 

【弘道保育園】 ３ 事業者Ｂ 543 243 346 461 354 573 126 0 1,075 1,097 1,513 1,069 1,665 1,382 
2,646 

(75.6%) 

7,801 

(74.3%) 

10,447 

(74.6%) 

【大谷田第二保育園】 １ 学校法人小泉学園 604 237 334 428 333 668 131 0 1,076 1,121 1,608 1,058 1,640 1,582 
2,735 

(78.1%) 

8,085 

(77.0%) 

10,822 

(77.3%) 

                                           ※割合加点は委員ごとの小計に割合を乗じて得た得点の合計。（  ）内は得点率（小数点第２位四捨五入） 

情報連絡事項１－１ 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 民設民営による認可保育所の運営予定事業者の選定について 

所 管 部 課 子ども家庭部子ども施設整備課 

内 容 

待機児童解消アクション・プランに基づき、認可保育所を自ら整備し

て平成３０年４月１日に開設、運営する事業者について、「足立区子ども

施設指定管理者選定等審査会」を開催し、審査会の答申を受けて以下の

とおり選定したので報告する。 

 

１ 審査会開催日及び審査件数 

（１）審査会開催日 

  平成２８年１２月９日（金） 

（２）審査件数 

  東和・中川地域 １事業者、中央本町地域 １事業者 

 ※審査結果の詳細は、情報連絡事項２－１「審査結果表」のとおり 

 

２ 運営予定事業者 

（１）東和・中川地域 

 ①名  称   

 ②所 在 地   

 ③運営施設   

 ④施設計画 ・予定地   

       ・定 員   

       ・案内図 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報連絡事項２ 

トイレの配置など図面の再検討が必要なた

め、選定を保留した。事業者に図面を再提

出させ、次回の審査会（平成２９年２月１

４日開催予定）で改めて選定の判断をする。 



（２）中央本町地域 

 ①名  称  株式会社モード・プランニング・ジャパン 

 ②所 在 地  東京都中央区銀座六丁目６番５号 

 ③運営施設  認可保育所６園（府中中河原雲母保育園他）、 

        東京都認証保育所１０園（板橋雲母保育園他） 

 ④施設計画 ・予定地  中央本町五丁目１番地内 

       ・定 員  ６５名予定（０～５歳児） 

       ・案内図 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 



民設民営による認可保育所整備・運営予定事業者 審査結果表 

 ＊審査会 Ｈ２８．１２．９ 

 １ ２ ３ ４ ５ ６  ７ ８ 

総 

合 

得 

点 

評 

価 

項 

目 

開
設
準
備
の
実
効
性 

保
育
所
運
営
能
力
、
提
案
内
容 

行
政
か
ら
の
指
導
に
対
す
る
法
人
の
姿
勢 

園
長
予
定
者
の
適
性 

実
地
調
査 

経
営
の
安
定
性 

小 
 
 

計 

区
内
事
業
者
へ
の
割
合
加
点
（
５
％
） 

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
割
合
加
点 

満点（委員７人） 3,500 10,500 700 2,800 1,400 2,100 21,000   21,000 

【中央本町地域】 １ （株）モード・プランニング・ジャパン 2,675 7,365 495 2,015 1,184 1,370 15,104 0 0 
15,104 

（71.9%） 

                                         ※割合加点は委員ごとの小計に割合を乗じて得た得点の合計。（  ）内は得点率（小数点第２位四捨五入） 

情報連絡事項２－１ 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 第３回 保育再就職セミナーの実施報告について 

所 管 部 課 子ども家庭部子ども施設整備課 

内 容 

足立区内の保育施設への就労を検討している保育士・看護師の資格を

有する方を対象に、男女参画プラザと連携し、以下のとおりセミナーを

開催した。 

１ セミナーの概要 

 概要 参加人数 

第

３

回 

①日時 

 平成28年10月7日(金) 

午前9時30分～正午 

②場所 

 エル・ソフィア３階 第２学習室 

（梅田七丁目33番1号） 

③内容 

 ・講義「多様な保育施設について学ぼう」 

 ・講師を囲んでの座談会 

④講師 

 ・足立区私立保育園連合会副会長  

北守 正子氏 

 ・足立区認証保育所連絡会会長 

 廣島 清次氏 

 ・足立区小規模保育室連絡会会長  

岩﨑 恵一氏 

保育士13名 

看護師 5名 

 

２ 今後の方針 

・第１回から第３回までの参加者にアンケートを行い、就職の有無及び 

来年度のセミナーに対する希望等を調査する。 

・平成２９年１月２０日（金）、ハローワーク足立との共催により、 

東京芸術センターにて保育就職相談会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

情報連絡事項３ 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 「未来へつなぐ あだちプロジェクト」平成２７年度の実績について 

所 管 部 課 政策経営部 子どもの貧困対策担当課 

内 容 

 「未来へつなぐ あだちプロジェクト」年次別アクションプランにおけ

る平成２７年度の実績について報告する。 

   【別添、情報連絡事項４－１参照】 

 

（１） 平成２７年度における施策別実績額 

施策ごとの平成２７年度の事業費及び人件費並びに総事業費につ

いて、以下のとおり報告する。 

 （千円） 

施 策 総事業費 
総事業費内訳 

事業費 人件費 

柱
立
て
１ 

【
教
育
・
学
び
】 

１ 学力・体験支援 901,633 736,977 164,656 

２ 学びの環境支援 1,934,761 1,544,658 390,103 

３ 子どもの居場所づくり 2,073,121 1,730,118 343,003 

４ キャリア形成支援 2,737 1,455 1,282 

【教育・学び】合計 4,912,252 4,013,208 899,044 

柱
立
て
２ 

【
健
康
・
生
活
】 

１ 親子に対する養育支援 2,567,460 2,043,034 524,426 

２ 幼児に対する発育支援 207,707 79,811 127,896 

３ 若年者に対する就労支援 45,333 41,356 3,977 

４ 保護者に対する生活支援 193,521 97,965 95,556 

【健康・生活】合計 3,014,021 2,262,166 751,855 

柱立て３  【推進体制の構築】 9,676 549 9,127 

総 計 7,935,949 6,275,923 1,660,026 

 

（２）平成２７年度における活動目標の達成状況 

   年次別アクションプランにまとめた主要事業の活動目標に対する

活動実績について、目標達成度の状況を以下のとおり報告する。 

 

 

情報連絡事項４ 



施 策 

 

 

活動 

目標数 

目標達成度 

上回った   目標どおり   下回った 

５ ４ ３ ２ １ 

柱
立
て
１ 

【
教
育
・
学
び
】 

１ 学力・体験支援 26  2 11 12 1 0 

２ 学びの環境支援 10 2 3 3 1 1 

３ 子どもの居場所づくり 12 1 7 4 0 0 

４ キャリア形成支援 9 3 3 0 1 2 

【教育・学び】計 57 8 24 19 3 3 

柱
立
て
２ 

【
健
康
・
生
活
】 

１ 親子に対する養育支援 24 1  6 10 4 3 

２ 幼児に対する発育支援 16 1 10 5 0 0 

３ 若年者に対する就労支援 7 0 1 2 4 0 

４ 保護者に対する生活支援 20 4 4 8 0 4 

【健康・生活】計 67 6 21 25 8 7 

     柱立て３  【推進体制の構築】 4 2 1 1 0 0 

総 計 128 16 46 45 11 10 

 ※１事業に複数の活動目標を設定している場合は、それぞれの数をカウントしている。

 

【目標達成度の基準】 

 ５：目標を大きく上回った（１２０％以上） 

 ４：目標を上回った（１００％～１２０％未満） 

 ３：概ね目標どおりだった（８０％～１００％未満）  

 ２：目標を下回った（６０％～８０％未満） 

１：目標を大きく下回った（６０％未満） 

 

 

 

 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 区内中部地域における「居場所を兼ねた学習支援」事業及び北部地域

ブランチ（分室）の開始について 

所 管 部 課 福祉部 くらしとしごとの相談センター 

内 容 

家庭での学習が困難な子どもたちに、家庭に代わる学習の場所と安心

して過ごせる場所となる「居場所を兼ねた学習支援」施設について、区

内北部地域及び東部地域に続く３箇所目の拠点として中部地域に開設

した。また、区内北部地域が定員超過となるため、近隣施設内にブラン

チ（分室）を開設した。 

 

１ 実施場所 

（１）中部地域     中部地域の民間施設 

（２）北部（ブランチ） 北部地域の社会福祉法人施設内 

２ 対象者 

足立区内住の中学生、高校中退・未進学者等 

※福祉事務所のケースワーカー、中学校を通じて福祉部くらしとし

ごとの相談センターに申込み 

※徒歩、自転車、公共交通機関で通える方 

（公共交通機関を使う場合には区から交通費を支給） 

３ 参加費・教材費   無料 

４ 実施内容 

(１)学習支援の実施 

ボランティアが中学生等に個別で学習を指導する。 

(２)居場所・自習スペースの運営 

スタッフ・ボランティアが中学生等の自習学習のアドバイス、見

守り、安全管理を行う。また、中部施設では広い居場所スペース

を活かし、さまざまな体験学習を行う。 

 中部 北部（ブランチ） 

定員 90名 10～15名 

開設日 8月17日 10月24日 

実施日 水曜日を除く週6日 月曜日 

時間 月･火･木･金15～21時 

土･祝日13～21時 

日･夏休み･冬休み中10～21時 

16～20時 

委託先 認定ＮＰＯ法人カタリバ ＮＰＯ法人キッズドア 

５ 今後の予定 

平成29年4月より区内西部地域に4箇所目の拠点施設を開設予定。 

 

 

情報連絡事項５ 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 私立母子生活支援施設 整備・運営事業者の決定について 

所 管 部 課 福祉部 親子支援課 

内 容 

老朽化した区立母子生活支援施設を平成３１年３月末で廃止し、平成３１

年４月から民設民営による母子生活支援施設を開設する。その私立母子生

活支援施設整備・運営事業者について公募を行い、足立区福祉施設指定管

理者等選定審査会における審査の結果を受け、以下のとおり決定したので

報告する。 
 

１ 決定した事業者の名称、所在地および代表社名 

  社会福祉法人東京蒼生会（東京都東村山市富士見町二丁目１番地３） 

理事長 松田 雄二 
 

２ 選定審査会開催日 

  第一次審査 平成２８年６月１３日（月） 

  第二次審査 平成２８年６月２３日（木） 
 

３ 選定審査結果 

№ 応募事業者 
第一次 

評価点 

第二次 

評価点 

選定 

審査会 

評価点 

(合計) 

得点 

割合 

① 
社会福祉法人 東京蒼生会

理事長 松田 雄二 
73.5 211.8 285.3 89.16％ 

 ※第一次は福祉施設指定管理者等選定審査会運営要綱に基づく選定作業 

  部会での評価点 

 ※第二次は選定審査会委員による評価点であり、第一次、第二次の評価

点の合計を選定審査会の評価点とした。 

 ※第一次及び第二次の満点は、80点、240点で選定審査会の満点は320点。

 ※得点割合は選定審査会の満点320点に対する選定審査会の点数。 
 

４ 今後のスケジュール(予定) 

 平成２９年７月  国および都補助金内示 

平成３０年２月  施設建設工事着工（土地貸付開始） 

平成３１年３月末 区立母子生活支援施設廃止 

平成３１年４月  私立母子生活支援施設施設開設 

 

情報連絡事項６ 



 

平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 ひとり親家庭実態調査の実施について 

所 管 部 課 福祉部 親子支援課 

内 容 

「未来へつなぐ あだちプロジェクト」の一環として、ひとり親家庭に対

する支援強化を図っているところであるが、このたび、より具体的で効果

のある支援策を計画・策定するために、以下のとおり実態調査を行う。 

 

１ 対象・世帯数 

  児童育成手当受給世帯約９,０００世帯から、下記世帯（外国人世帯を

 含む）について無作為抽出する。 

（１） 母子世帯 １,７５０世帯（母子世帯 約８,５００世帯から） 

（２） 父子世帯   ２５０世帯（父子世帯 約５００世帯から） 

 

２ 調査基準日 

  平成２８年１２月１日 

 

３ 調査内容 

（１） アンケート調査 

① 実施内容 
２,０００世帯に調査票を送付し、無記名で回答後、郵送してい

ただく。 

② アンケート項目 
家族構成、仕事内容、お子さんとの関わり、ご自分が子どもの頃

のこと、ひとり親になる前後のご経験、普段の生活やお気持ち、

ご両親とのかかわり、現在の暮らし、お悩み、ご相談できるひと

の状況、区で利用できるサービスや支援について等 

（２） 聞き取り調査 

アンケート調査協力家庭のうち、同意していただいた世帯と面談

し、個別で聞き取り調査を実施する。協力世帯数は５０世帯を予

定している。 

 

４ 調査協力者への謝礼 

（１） アンケート調査 １,０００円のクオカード 

（２） 聞き取り調査  ５,０００円のクオカード 

 

 

情報連絡事項７ 



５ 調査実施協力機関 

（１） 調査会社 

プライバシーマークを取得した企業を競争入札で決定予定。 

① 調査票の発送及び回収 
② 謝礼の発送 
③ 調査結果集計 
 

（２） 立教大学 

① 聞き取り調査の実施 
② アンケート調査および聞き取り調査による結果分析 

 

６ 今後のスケジュール(予定) 

 平成２８年１２月 調査票の送付および回収 

平成２９年 １月 聞き取り調査の実施、データ集計 

平成２９年 ２月 速報値を「未来へつなぐ あだちプロジェクト」に反映

平成２９年 ５月 報告書発表 

 

７ 個人情報の取り扱い 

  アンケート調査および聞き取り調査とも、調査協力機関には個人情報 

 が含まれる電子データは渡さない。 

  下記の内容を含めて、足立区情報公開・個人情報保護審議会で承認済

みである。 

（１） アンケート調査 

個人情報が書かれた宛名シールは区で作成し、調査会社に提供す

る。 

（２） 聞き取り調査 

   面談時には対象者が名乗る氏名で呼びかけるなど、個人の特定は

しない。 

   また、調査スケジュールの調整等、対象者との連絡は親子支援課

が行う。 

 

８ 今後の方針 

  調査は平成２９年度以降、聞き取り調査協力世帯の追跡調査および

アンケート調査を隔年で実施し、施策に反映していく予定。 

 

 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名 平成２７年度「こんにちは赤ちゃん訪問」の実施状況について 

所 管 部 課 衛生部足立保健所保健予防課 

内 容 

健やかな子どもの成長発達を支援し安心して子育てができる環境づく

りをめざして、委託訪問指導員及び区保健師が新生児、乳児訪問をした。 

以下、平成２７年度の実績を報告する。 

 

１ こんにちは赤ちゃん訪問実績       

年

度 

訪問連絡票

届出(希望）

件数 

訪問件数 訪問率 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｂ/Ａ） 

25 4,580件 4,554件 99.4% 

26 4,845件 4,806件 99.2% 

27 4,826件 4,818件 99.8% 

（平成２８年９月７日現在の実績） 

 

２ 訪問できなかった家庭への対応 

  訪問できない理由は、「予定が合わず」であった。 

  なお、訪問できなかった場合、３～４か月児健診において状況の把

握に努め、３～４か月健診にも来所しない場合は、地区担当保健師が

まず電話し、次に手紙、最終的に訪問を実施し、母子の健康状況等の

把握を行っている。 

 （平成２７年度：３～４か月児健診受診率９７.９％。未来所者１２２

人全員把握済） 

 

３ 平成２８年度の取り組み 

  初回訪問を行った際、継続支援が必要と判断された場合は、複数回

訪問を行っている。 

  また、訪問連絡票未提出者に対しては、通知・電話・訪問を行うほ

か、区内医療機関や赤ちゃん関連商品販売店、主要駅等に啓発ポスタ

ー掲出を依頼するなど、よりきめ細やかな対応に努めている。 

 

 

 情報連絡事項８ 



平成２８年度 第３回 足立区地域保健福祉推進協議会 

「子ども支援専門部会」 
平成２８年１２月１９日 

件 名  Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化について 

所 管 部 課  衛生部足立保健所保健予防課 

内 容 

 予防接種法施行令の一部改正により平成２８年１０月１日からＢ型 

肝炎ワクチンが定期予防接種に追加された。 

定期化の内容は以下のとおり。 

 

 １ 定期接種化の内容 

 （１）Ｂ型肝炎【Ａ類疾病】 

対 象 者 出生後から生後１２月までの者 

 

接 種 回 数 

初回接種：生後２か月において１回 

追加接種：生後３か月において１回 

追�接種：生後７～８か月において１回 

【経過措置】 

 平成２８年４月１日以後に生まれた者を対象とする。 

自己負担金 無 料 

対 象 者 数 ５，５００人 接種見込み延べ人数１１，５００人 

【Ａ類疾病】主に人から人に伝染することによるその発生及びまん延 

     を予防するために予防接種を行う必要がある疾病：<努力 

     義務あり> 

【Ｂ類疾病】主に個人の発病又はその重症化を防止するために予防接 

     種を行う必要がある疾病：<努力義務なし> 

 

 ２ これまでの経過 

    昭和６１年 １月 

      Ｂ型肝炎母子感染防止事業開始 

    平成２３年 ３月１１日 

      国の審議会がＢ型肝炎ワクチンの定期接種化を提言 

    平成２８年 ２月 ５日 

      国の審議会がＢ型肝炎ワクチンの定期接種化を承認 

    平成２８年 ６月２２日 

      政令改正 

    平成２８年１０月 １日 

      政令施行 

 

 ３ 通知等  平成２８年９月末から個別勧奨通知(予診票)を発送。 

 

情報連絡事項９ 


